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一般報文 

海外の事例に見る災害対策としての無電柱化 

小川裕樹・大城 温・瀧本真理
 

1．はじめに1 

 我が国においては、1986年から始まる6期にわ

たる電線類地中化計画、2018年に策定された無

電柱化の推進に関する法律に基づく無電柱化推進

計画によって約35年にわたり無電柱化の推進に

努めてきているが、いずれの計画においても無電

柱化を推進する観点の一つとして“災害の防止”

を掲げている。また、防災・減災、国土強靱化の

取組をより効率的に進めるための「防災・減災、

国土強靱化のための3か年緊急対策（平成30年12

月14日閣議決定）」や、その取組の更なる加速

化・深化を図る「防災・減災、国土強靱化のため

の5か年加速化対策（令和2年12月11日閣議決定）」

においても、激甚化する風水害や切迫する大規模

地震等への対策のひとつとして、無電柱化の推進

が掲げられている。 

災害の防止、防災性の向上といった観点で無電

柱化をみた場合、地震動や台風等の強風による被

害の軽減に対しては無電柱化が効果的であるが、

水害等に対しては架空線より地中線の方が被害を

受けやすいのではないかとの意見もある。しかし

一方で、海外においては、暴風雨などの水害を伴

う可能性のある災害の対策としても無電柱化が推

進されている事例も多い。 

そこで本稿では、災害の種類（台風、地震、水

害等）別に架空線と地中線の被害の違いを整理す

るとともに、国土技術政策総合研究所が行ってき

た海外の無電柱化事業の事例調査の結果をもとに、

災害対策として無電柱化を実施する際に考慮すべ

きトランス類の浸水対策について、海外における

事例を紹介する。 

2．災害種類別の電線類等への被害 

2.1 台風等の強風による被害 
 無電柱化による防災の効果として、台風等の強

風時においても停電等が起きにくいことが挙げら 

──────────────────────── 
Utility Pole Removal as a Disaster Countermeasure in 
Overseas Cases 

表-1 台風による最大停電件数、電柱被害状況1) 

 

 

 

 

 

 

 

れる。台風等によって電柱が損壊・倒壊すれば、

電力線や通信線等の寸断による停電や通信途絶が

生じるのみならず、倒壊した電柱により近隣の建

物等に被害を及ぼすこともある。また、道路上に

倒壊した場合には車両等の通行が妨げられ、救急

活動や復旧活動にも支障をきたすこととなる。 

近年の台風による被害状況（表-1）をみると、

2018年の台風21号で1,343本、2019年の台風15

号で1,996本の電柱が破損・倒壊するといった大

きな被害が生じている。もし、これら地域の電線

類が地中化されていれば、停電被害はもっと小さ

く抑えられた可能性は高く、倒壊した電柱による

建物損壊や道路寸断の被害なども削減できたと考

えられる。 

このような強風による電柱の倒壊に対して、無

電柱化は直接的な効果が見込めることから、海外

ではニューヨーク（1888年のブリザード被害が 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-1 台風で倒壊した電柱（宮古島市）
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契機）や西オーストラリア州（1994年の暴風雨

による大規模停電が契機）等のように、強風等に

よる被害が無電柱化推進の契機となった例も多い。  

2.2 地震による被害 
台風と異なり、地震時においては電柱や架空線

だけでなく地中にある電線等も被害を受ける可能

性がある。しかし、東日本大震災及び阪神・淡路

大震災における電力線・通信線の被害状況を見て

みると、架空線に比べ地中線の被害率が低くなっ

ている。また、液状化の被害は地中線の方が大き

くなりそうだが、東日本大震災時の千葉県内の液

状化エリアにおいては、地中線が架空線の1/10程

度の被害率となっている（表 -2）。これは、架空

線は液状化による電柱の沈下（写真-2）や傾斜等

が原因で被災した一方、地中線は電線共同溝等の

地中構造物が、地震時の伸縮量を吸収できる継手

構造を用いる等、耐震性に配慮した設計となって

いるため被害が少なかったと考えられる。 

表 -2 東日本大震災、阪神・淡路大震災時
のライフラインへの被害状況2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-2 地震による液状化で沈下した電柱  

2.3 洪水等の浸水による被害 
地中に埋設される電線類は防水性があるものを

使用するため、一般的に浸水によって漏電や停電

が発生するようなことはないが、無電柱化に伴っ

て電柱上から地上等に移されることになる機器、

特にトランス（変圧器）は通常浸水に耐える構造

にはなっていないため、洪水等によりトランス類

が浸水するような事態が生じた場合、停電等の被

害が生じる可能性がある。現状では無電柱化され

た地域が限られているため、実際に浸水被害を見

聞きする機会は多くはないが、例えば、2018年

の台風21号や2020年の令和2年7月豪雨等におい

て地上機器への浸水被害が発生している。 

3．海外における災害対策としての無電柱化 

3.1 災害対策としての無電柱化 
 2.で述べたように、無電柱化により地中化され

た電線類は強風や地震時における被害が架空線の

場合よりも少なく、電線類の地中化により新たに

地上等に設置が必要となるトランスが一般的に浸

水に弱いことを除けば、架空線より地中線のほう

がより災害に強いといえる。 

そのため海外では、必要に応じてトランスへの

浸水対策を実施した上で、災害対策として無電柱

化が実施されており、ここでは、海外の都市にお

いて実施されているトランス類の浸水対策につい

て紹介する。 

3.2 冠水箇所の回避による対策 
 ロンドンやパリなどでは、トランス類の設置位

置の決定にあたっては、ハザードマップや洪水予

防計画を考慮する仕組みになっている。例えばロ

ンドンの場合は配電会社の技術設計基準において、

設計の前提条件としてハザードマップ等を参照し、

洪水の影響を受けやすい場所を避けて設置するこ

とを検討し、やむを得ずそのような場所に設置す

る場合は浸水対策を講じることとされている。 

トランス類の設置位置は、日本では歩道上が中

心となっているが、海外では歩道上のほか、中央

分離帯（写真-3）や緑地帯、公園等の公有地に加

え、民地や配電事業者の所有地なども利用されて

おり、浸水の恐れのある地域では、多様な候補地

の中からより冠水しにくい安全な設置位置を検討

することができる。 
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写真-3 中央分離帯に設置されたトランス類（バンコク）  

3.3 トランス類の嵩上げ等による対策 
 トランス類の浸水対策として嵩上げも多く実施

されている。ロンドンやパリ、バンコク、台北、

ハノイなどでは、盛土やコンクリートの土台等で

トランス類を高いところに設置することで浸水被

害を防いでいる（写真 -4）。嵩上げの程度として

は高水位以上等として規定されているもののほか、

ハノイ（ベトナム）では、国家基準において、浸

水 し や す い 地 域 で は 地 上 か ら の 高 さ を 最 低

1500mm以上とるよう定められているなど、具体

的に数値が規定されている場合もある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-4 嵩上げして設置されたトランス類（台北）  

 また、海外ではトランス類の屋内への設置も見

られる。ロンドンやパリ、シンガポール、台北な

ど、多くの都市では、独立した専用の建物や需要

家の建物の一部等を利用してトランス類が設置さ

れている（写真 -5）。屋内への設置に対しても、

浸水しやすい地域ではトランスを地下に設置せず、

1階以上に設置することなどにより浸水リスクを

低下させている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-5 トランス類の建物内への設置事例（ロンドン）  

3.4 その他の浸水対策 
 3.2、3.3で述べたような設置位置の工夫によっ

て浸水を回避できない場合は、防水対応のトラン

スの使用や、排水ポンプの設置などの方法によっ

て対策が行われている。 

ニューヨーク市中心部ではトランス類のほとん

どが歩道または車道の地下に設置されている（写

真 -6）。以前は防水設計されていないトランスが

多く、2012年10月のハリケーン・サンディでは

浸水により大きな被害を受けることとなったが、

それ以降もニューヨーク市では予算の許す限り、

道路下に設置するトランスを防水設計のものに取

り換えていくなど、浸水への対策を実施しつつ、

ハリケーン等への災害対策としての無電柱化に取

り組んできている。 

また、パリではトランス類は歩道以外の公有地

に優先的に設置されるが、やむを得ず歩道部分に

設置する場合は主に地下に設置されており、その

場合は洪水警報装置や排水ポンプ等による浸水対

策がとられている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 -6 トランス類の歩道下への設置事例（ニューヨーク）  
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そのほか、すでにトランス類が設置されている箇

所で、移設や嵩上げが難しい場合は周囲をコンク

リート擁壁で囲う等の対策が取られている場合も

ある。 

4．まとめ 

 本稿では、災害の種類別に架空線と地中線の被

害の違いを整理するとともに、災害対策として無

電柱化を実施する際に考慮すべきトランス類の浸

水対策について、海外における事例を紹介した。 

電柱を利用した架空線に比べ、地中線は台風や

地震等の災害に強く、無電柱化により電柱をなく

すことは地域の防災力の向上につながる。その際、

配電に必要なトランスが浸水に弱いことを考慮し、

必要に応じてトランス類の浸水対策を実施するこ

とが重要である。トランス類を冠水しにくい位置

へ設置することや、それが困難な場合でも設置箇

所の嵩上げ、防水設計のトランスの利用や排水ポ

ンプ等による浸水対策を実施することで、浸水リ

スクのあるエリアでも無電柱化による防災力の向

上を図ることができる。 

日本ではトランス類が歩道上に設置されること

が多いため、浸水対策としてトランス類を嵩上げ

することは、景観上の観点などから受け入れられ

にくいということも考えられる。しかし、海外に

おいては、歩道上や公園等の公有地以外にも、民

地などが広く活用されているほか、沿道の建物や

専用の建屋など屋内を活用している国も多い。ま

た、日本ではあまり見られないが、歩道や車道の

地下にトランス類が設置されている場合もある。

トランス類の設置位置として、歩道上に限らず、

様々な場所を有効に活用することにより、浸水対

策のバリエーションも広がると考えられる。例え

ば、商店街でみられるアーケード上へのトランス

類の設置や、照明柱等

と一体化した柱上トラ

ン ス （ 写 真 -7 ） な ど

は、現在、トランス類

の設置空間が確保でき

ない場合等に採用され

ている方法であるが、

これらの方法は浸水対

策としても活用可能で

ある。 

無電柱化の目的は防

災だけでなく、景観や

安全性・快適性の確保、バリアフリー等多岐にわ

たり、また複数の目的のために実施される場合も

多いため、目的や地域特性に合わせてトランス類

の設置位置をうまく選定することが必要である。

コストの観点も含め、より柔軟な設置位置の検討

ができることが望ましい。 

我が国において無電柱化事業は国土強靭化の1

つとしても推し進めているところであり、防災対

策としての無電柱化事業をより効果の高いものと

するためにも、無電柱化施設を災害に強い設備と

していくことが重要である。本稿がそのための一

助となれば幸いである。 
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